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経済産業省 流通政策課長 

 

 

緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する

基本方針について 

 

 
令和８年３月３１日の閣議において、別紙のとおり、緊急事態を想定した避難

施設（シェルター）の確保に関する基本方針を決定しましたのでお知らせいた

します。 

つきましては、必要に応じ会員企業へ併せてお知らせいただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

別紙１  緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針

概要 

別紙２  緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針

について（令和８年３月 31 日閣議決定） 

 

 



（ 事 務 連 絡 ） 

令和８年６月１２日 

 

一般社団法人日本ショッピングセンター協会  

会長 菰田 正信様 

 

 

経済産業省 流通政策課長 

 

緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針 

を踏まえた緊急一時避難施設の充実の推奨について（通知） 

 

平素から、国民保護行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

国民の保護に関する基本指針（平成 17年３月 25日閣議決定）に基づき、令和８年３月

31日に「緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針」（以下「シ

ェルター方針」という。）が別紙３のとおり閣議決定されました。 

基本方針では、緊急一時避難施設の充実について、「内閣官房の総合調整の下、国土交通

省を中心に、関係府省庁が連携し、（中略）シェルターの整備につなげていく」旨、記載さ

れました。 

つきましては、貴協会におかれましては、基本方針を踏まえ、次のとおり取り組んでい

ただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１． 所管部局への取組の依頼 

  緊急一時避難施設の充実につなげていくため、政府がシェルター方針に規定する以下

の①～⑤に掲げる取組を推奨していることをご承知おきください。そのうえで、地方公

共団体等からの相談に適切に対応いただきますよう、お願いいたします。 

 

 ① 政治経済の中枢を含む都市部など、速やかな移動を伴う避難の困難性のある地域に

おいて、緊急一時避難施設のうち、主要駅や大規模建築物等の地下空間、地下駅舎・

地下街・地下道・地下駐車場等の既存の地下施設を中心に、数時間から１日程度、長

くとも数日程度の短期間の避難にも対応できるようにするための滞在機能等の充実 

② 主要駅や大規模建築物等を新規に建設する場合に地下空間が整備される際、シェル

ターとしての活用を見据えた整備（自然災害時における帰宅困難者対策の一時滞在施

設としての機能発揮も視野にデュアルユースを推進） 

③ 既存施設の改修等による緊急一時避難施設の充実を図る際、数時間から１日程度、

長くとも数日程度の短期間の避難を念頭に置き、主として、避難住民等を受け入れる

ために付加的に必要となるスペースや備蓄倉庫、電気設備等の滞在機能のほか、簡易

トイレや簡易ベッド等の備蓄の充実 



④ ③の改修について、施設ごとの計画的なメンテナンスサイクルを踏まえた適切なタ

イミングで取り組むことへの配慮 

⑤ 新規の施設建設時における滞在機能の付加等への配慮 

※ 緊急一時避難施設の充実の対象から、既存の地上施設を除外するものではない 

※ なお、①～⑤に掲げる取組を通じて緊急一時避難施設の充実を図るに当たっては、

地方公共団体や民間事業者等の負担に配慮しつつ、例えば、地方公共団体の管理す

る備蓄品について実効性を高める配置等を検討するなど、施設管理者その他関係者

との協力関係を醸成する取組の推進をお願いいたします。 

 

２．地方公共団体等との課題認識の共有と課題解消に向けた取組 

  地方公共団体等や民間事業者・施設管理者と、緊急一時避難施設の充実にかかる課題

認識を丁寧に幅広く共有し、民間における経済合理性に基づく社会経済活動や、近年の

資材価格や人件費の高騰の影響等に十分留意しつつ、官民が連携してその解決に向けた

取組が進むよう取り組んで参ります。 

 １．に掲げる対応にかかる補助事業など取組のために活用可能な施策に関する情報提

供も実施いたしますので、ご不明な点があれば下記担当までお問い合わせください。 

 

（参考）内閣官房における関連する調査・研究 

内閣官房において、国土交通省、防衛省等の関係府省庁と連携し、避難施設に関する

技術的な仕様の指針としてのガイドラインや、既存の地下施設を避難施設として充実さ

せることの実現可能性調査（フィージビリティ調査（別紙４））など、これまでの避難施

設に関する調査及び研究の成果を踏まえ、令和８年度中に、既存の地下施設の改修等に

よる滞在機能等の充実の企画、設計等において参考となる手引きを作成することとして

います。 

 

【添付資料】 

（別紙３） 緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針（概

要及び本文） 

（別紙４） 既存の地下施設を避難施設として充実させることの実現可能性調査（フィ

ージビリティ調査）報告書（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

商務・サービスグループ 流通政策課 

担当者： 宮本、八木 
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メール： bzl-s-shosa-ryutsuseisaku@meti.go.jp 
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令和８年３月31日現在 

内閣官房 

緊急一時避難施設（※）の指定の制度概要 

※ 緊急一時避難施設：爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観

点から避難施設に指定する、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の

地下施設。国民保護法上は「避難施設」。

１ 弾道ミサイル発射時における避難の前提 

○ 弾道ミサイル発射に伴うＪアラート発出による緊急一時避難施設への一時避難。

○ 滞在時間：Ｊアラート発出から周囲の安全が確認されるまでの時間。

一般的には１～２時間程度。 

○ その後状況に応じて、引き続き避難が必要な場合は、自治体が関係機関等と連携して、滞

在型避難施設等に避難誘導（二次的避難）を実施。

２ 緊急一時避難施設の指定のフェーズ 

１ 受入可能時間 

○ 24時間受入できることが望ましいが、通常営業時間内のみ、地下通行可能時間帯のみなど

限られた時間であっても積極的に指定。

２ 指定範囲 

○ 例えば駅舎や地下街については、避難に適した部分を可能な限り指定することが望ましい

が、改札外や通路部分等のみでも積極的に指定。

〇 堅ろう性が一律でない建築物の場合には、適切な堅ろう性がある部分に限って緊急一時避

難施設として利用することを前提として指定。 

３ 緊急一時避難施設の想定収容人数 

○ 有事に備え、緊急一時避難施設の想定収容人数が十分であるかを平素から検証することは、

安全・安心の観点から重要な要素。一人当たり0.825㎡を占めると仮定して、指定された面積

○ 避難施設の指定は、有事の際に避難の指示や避難住民等の救援を実施する主体である都道府県知

事等の義務。

○ 弾道ミサイル攻撃時において、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先

として、地下施設の指定は重要。
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から機械的に算定。 

○ 一方、実際の弾道ミサイル攻撃時は、生命の危険が切迫している状況であるため、緊急一

時避難施設の想定収容人数にかかわらず受け入れることとなると考えられる。

３ 緊急一時避難施設の指定後のフェーズ 

１ 情報提供と避難誘導 

（１）自治体 

○ 国民保護計画等に基づき、的確・迅速な避難者への情報提供に責務。

○ 避難施設指定の有無にかかわらず、都道府県は市町村と連携して避難誘導全体に責務。

○ 都道府県・市町村は、訓練等を通じて、施設管理者や、警察・消防等の関係機関間の連携・

役割分担を整理しておく必要。

（２）施設管理者 

○ 施設管理者に対し、緊急一時避難施設に指定されることに伴って、新たに避難者への情報

提供の義務が発生するものではない。ただし、施設管理者が自治体又は指定（地方）公共機

関である場合は、国民保護法上の位置づけに鑑み、施設管理者が避難者への情報提供を担う

ことはあり得る。

○ また、大規模地震、水害等の自然災害に際し、施設利用者の安全確保のための情報提供や

避難誘導など施設管理者として取るべき措置を参考に、施設管理者が避難者への情報提供を

担うことはあり得る。

２ 緊急一時避難施設に係る訓練 

（１）自治体 

○ 国民保護計画等に基づき、緊急一時避難施設への避難を想定した訓練に責務。

（２）施設管理者 

○ 施設管理者に対し、緊急一時避難施設に指定されることに伴って、新たに訓練実施の義務

が生じるものではない。

○ ただし、施設管理者が自治体そのもの又は指定（地方）公共機関である場合は、国民保護

法上の位置づけに鑑み、都道府県・市町村による役割分担の整理を経て、都道府県・市町村

が行う避難者の避難訓練に施設管理者が参加することはあり得る。

○ また、大規模地震、水害等の自然災害に備え、施設利用者の安全確保のための訓練実施な

ど施設管理者としての取るべき措置を参考に、都道府県・市町村が行う避難者の避難訓練に

施設管理者が参加することはあり得る。

３ 備蓄 

○ 施設管理者に対し、緊急一時避難施設に指定されることに伴って、新たに備蓄の義務が生

じるものではない。
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令和８年３月 31 日現在 

内閣官房 

 

 

 

緊急一時避難施設指定について Ｑ＆Ａ 

 

このＱ＆Ａは、これまでお問い合わせいただいた項目について、「地下施設の緊急一時避

難施設（仮称）指定について Ｑ＆Ａ」 （令和３年６月２日内閣官房）及び 『 「地下施設の緊

急一時避難施設（仮称）指定について Ｑ＆Ａ」（令和３年６月２日内閣官房）の補足』 （令

和６年２月７日内閣官房）を再整理し、地方公共団体における執務上の参考となること及び

民間事業者を含む施設管理者の理解に資することを目的にとりまとめたものです。 

 

【１ 避難施設総論】 

Ｑ１ 「避難施設」とは、どのような施設ですか。 

Ａ１ 避難施設は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、国民保護法により

都道府県知事（指定都市にあっては市長。以下「都道府県知事等」という。）があらかじ

め指定することを義務づけられているものです。 

避難施設として指定すべき施設は、 

① 弾道ミサイル発射時等において、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的

な避難に有効と考えられる、コンクリート造り等の堅ろうな建築物・地下施設 

② 避難住民を収容することができる学校、公民館等 

③ 炊き出し・応急仮設住宅の建設等の救援に活用できる公園・広場等 

が挙げられます。 

一施設がその全ての用途に適合する必要はなく、施設により用途が異なっても差し支

えありません。 

 

Ｑ２ 弾道ミサイル飛来時の適切な避難行動は定められているのでしょうか。必ず地下施

設に避難しなければならないのでしょうか。 

Ａ２ 弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合には、国は、弾道ミサイル発射の情

報を伝達し、避難を呼びかけます。屋外にいる場合は近くの建物（できれば頑丈な建物）

の中又は地下（地下街や地下駅舎などの地下施設）に避難することとしております。また、

屋内にいる場合は、すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下があれば直ちにそちら

に、それができなければ、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動すること

としております。 

ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性があると判断した場合には、その時点で
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改めて、国は、ミサイルが落下する可能性がある旨を伝達し、直ちに避難することを呼び

かけます。屋外にいる場合は近くの建物（できれば頑丈な建物）の中又は地下に避難する

こととしております。また、近くに適当な建物等がない場合は、物陰に身を隠すか地面に

伏せ頭部を守り、屋内にいる場合はできるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動

することとしております。詳しくは、内閣官房の国民保護 「ポータルサイト」をご参照く

ださい。 

 

Ｑ３  「避難施設」を指定する目的は何ですか。ミサイル攻撃の際は指定の有無にかかわら

ず、近くの堅ろうな建物へ避難するよう周知されているので、積極的に指定する必要はな

いのではないでしょうか。 

Ａ３ 国民保護法上、地方公共団体は、武力攻撃事態等において、国が定める基本的な方針

（基本指針）に基づき、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する責務を有

しています。 

避難施設の指定は、このような地方公共団体の責務に鑑み、有事の際に避難の指示を行

い、避難住民等の救援を実施する主体である都道府県知事等が行うこととされているも

のであり、この指定を通じて、都道府県知事等は、避難施設として活用可能な施設の状況

（例：位置、管理者、面積、収容人数、構造、受入条件など）を事前に把握し、これらの

情報を基礎資料として都道府県国民保護計画等に適切に反映することにより、実情を踏

まえた避難の指示や避難住民等の救援、事前の住民への周知活動を行うことが可能とな

ります。 

また、市町村長も、都道府県知事等が指定した避難施設に関する情報を正確に把握する

ことが可能となり、都道府県知事や関係機関との平素からの連携や、事前の住民への周知

活動を通じ、的確かつ迅速な避難住民の誘導が可能となります。 

さらに、住民にとっても、指定された避難施設は、内閣官房の国民保護ポータルサイト

によりその位置等が確認できるため、ミサイル落下時に速やかに避難行動が行えるよう、

平時から、地図上で自宅や職場近くの避難施設を事前に確認していただくことができま

す（利用者の現在地から最寄りの避難施設までの経路を瞬時に表示することも可能）。こ

のように、有事の際に的確かつ迅速に避難・誘導・救援などが行われるよう、地方公共団

体において、平時からしっかりと避難施設の指定を進める必要があります。 

 

Ｑ４ 避難施設に指定されると、どのような義務や責任を負うことになるのですか。 

Ａ４ 国民保護法に基づく避難施設の指定は、あくまでも既存の施設の活用を目的とした

ものであり、指定に伴い、法律上、コスト面や運用面での追加的な負担や義務を施設管理

者に課すものではなく、当該施設の従業員等に対し、新たに何らかの義務を課すことも想

定しておりません。 
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Ｑ５ 有事の際に施設内で施設の管理に起因する事故等があった場合には、何らかの責任

を問われるのではないですか。 

Ａ５ 国民保護法において、避難施設の指定は、施設管理者に対し、新たに何らかの義務を

課すものではないので、国民保護法上、何らかの責任を問われることはありません。また、

一般論としては、当該施設管理者は避難者と契約関係にあるわけではありませんので、民

法上の債務不履行責任を問われるものではなく、善管注意義務（契約上生じる善良な管理

者としての注意義務）を負うものでもないと考えています。 

一方で、事故等の被害者から、民事上、注意義務違反を問われる場合には、施設管理者

に求められる注意義務の内容や水準は、個々の事例ごとに異なり、一義的明確な基準はな

いとされていることから、実際に裁判を経ない限り断定的なことは言えません。 

一般論としては、国民の協力の一環として既存施設を活用しようという国民保護法上

の避難施設の位置づけを踏まえると、賠償責任に関しては、不法行為責任や工作物責任な

どが認定されないよう、施設管理者は、本来業務において通常求められる範囲での注意義

務を果たしていればよいのではないかと考えています。 

 

【２ 緊急一時避難施設】 

Ｑ６ 「緊急一時避難施設」とは何ですか。 

Ａ６ 弾道ミサイル落下時には、起爆の瞬間の爆風や熱線の影響を避けられるかどうかが

極めて重要です。このため、国民保護法に規定する避難施設のうち、弾道ミサイル発射等

の際に、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に有効であると考えら

れるコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設を「緊急一時

避難施設」と称して、その指定促進に取り組んでいるところです。 

なお、国民保護法上は「避難施設」ですので、「避難施設」として指定することになり

ます。 

 

Ｑ７ 緊急一時避難施設の「一時」とは、どれくらいの期間のことをいうのですか。 

Ａ７ 弾道ミサイル発射時において、J アラート発出から周囲の安全が確認されるまでの時

間です。一般的には１～２時間程度を想定しています。 

 

（参考） 

過去に、弾道ミサイルの発射に伴い J アラートが発出された事案は 11 件あります。直

近４件の例では、Ｊアラートの警報情報の発出から安全情報の発出まで最大で 30 分程度

でした。 
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警報情報     安全情報 

令和５年５月 31 日  ６：30      ７：04 

令和５年８月 24 日  ３：54      ４：07 

令和５年11月 21 日  22：46      23：15 

令和６年５月 27 日  22：46      23：03 

 

Ｑ８ 緊急一時避難施設には、どのような役割が期待されるのですか。避難してきた人を二

次的な避難施設に誘導する役割も担うのですか。 

Ａ８ 緊急一時避難施設の管理者には、弾道ミサイル発射の際に避難者が一時的に避難す

る場所を提供していただく役割を期待しています。 

緊急一時避難施設として場所を提供いただくのは、弾道ミサイル発射後、安全が確認さ

れるまでの１～２時間程度を想定しており、その後、状況に応じて、引き続き避難が必要

な人は滞在型の避難施設に移っていただくことになります。 

この二次的な避難施設への避難者の誘導を含め、避難の指示、避難住民の誘導、救援の

実施等は、都道府県・市町村が関係機関と連携して実施するものであり、訓練等により関

係機関間の連携や役割分担を確認の上、都道府県・市町村が作成する国民保護計画や、市

町村が作成する避難実施要領のパターンの一環として、平素から整理しておくことが必

要です。 

 

Ｑ９ 緊急一時避難施設について、弾道ミサイルに耐えられる構造上の基準を明示すべき

ではないでしょうか。 

Ａ９  「国民の保護に関する基本指針」（令和８年３月最終変更閣議決定）においては、「爆

風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンクリー

ト造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設を指定するよう配慮する」旨

が規定されています。 

弾道ミサイルに対して、耐えられるか否かの構造上の基準を明示することは困難です

が、当該指針が定める爆風や破片等からの直接の被害を軽減するための「コンクリート造

り等の堅ろうな建築物」については、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）または鉄骨鉄筋コン

クリート造（ＳＲＣ造）の建築物と考えています。このほか、耐火構造の外壁を有する重

量鉄骨造の耐火建築物については、駅ビル、大規模集客施設など建物の場所、利用状況の

観点から緊急一時避難施設の指定が効果的と考えられるものは、コンクリート造りに準

ずる堅ろう性を有すると見なして指定することができると考えています。 

 

Ｑ10 構造上適切な堅ろう性がある建築物について、ガラス張りの空間が多く含まれてい

る場合などであっても、緊急一時避難施設として指定すべきでしょうか。施設全体を緊急

一時避難施設として指定しなくてはいけないのでしょうか。 
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Ａ10 構造種別の異なる部分が組み合わされている建築物、ガラス張りの空間が含まれる

建築物、窓の多い建築物など堅ろう性が一律でない建築物の場合には、適切な堅ろう性が

ある部分に限って緊急一時避難施設として利用することを前提として指定することが求

められます。 

 

Ｑ11 一時的にのみ避難者を受け入れる場合、その旨は住民にどのように周知されるので

すか。 

Ａ11 緊急一時避難施設であることや受入条件等については、指定権者である都道府県等

からの連絡に基づき、内閣官房の国民保護ポータルサイトにも掲載しております。 

併せて、各施設のホームページ等への掲載により、周知いただけますと幸いです。 

 

Ｑ12 緊急一時避難施設は、避難者を 24 時間いつでも受け入れなければならないのですか。 

Ａ12 緊急一時避難施設は、弾道ミサイル発射時の緊急避難を目的としているため、避難者

を 24 時間いつでも受け入れることが望ましいですが、国民の協力の一環として既存施設

を活用するという趣旨に鑑みると、通常業務の範囲を超えて一律に 24 時間受入れを求め

ることまでは考えておりません。 

広く指定を促進する観点から、受入可能時間帯が限られている施設であっても、例えば、

営業時間内のみ、地下通行可能時間帯のみなどの形で、積極的に指定していただくようお

願いします。 

ただし、受入可能時間帯が限られている場合には、誤避難等を防ぐ観点から、当該条件

について、あらかじめ各施設のホームページ等に掲載することが望ましいです。また、指

定権者である都道府県等からの連絡に基づき、内閣官房の国民保護ポータルサイトにも

掲載いたします。 

 

Ｑ13 緊急一時避難施設には、指定をされていることが分かるマークを表示するのですか。 

Ａ13 緊急一時避難施設に指定されていることについて、住民にわかりやすく周知するこ

とは重要です。 

このため、自宅や職場近くの避難施設を平素から確認していただくため、国民保護ポー

タルサイトにおいて、地図上に避難施設を表示しているほか、利用者の現在地から最寄り

の避難施設までの経路を瞬時に表示する等の情報提供を行っています。 

今後とも、緊急一時避難施設について、住民にどのような形で周知することが適切であ

るか検討することとしております。 

 

Ｑ14 緊急一時避難施設に指定されると、将来的に、ＮＢＣ攻撃に対応できる機能の整備を

求められることになるのではないでしょうか。 

Ａ14 緊急一時避難施設の指定は、既存施設である地下施設等を弾道ミサイルの爆風等か
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らの直接被害軽減のための一時避難に活用しようとするものであり、ＮＢＣ攻撃に対応

できる機能の整備を求めることは考えておりません。 

 

【３ 地下施設】 

Ｑ15 現在、避難施設のうち、地下施設はどれくらいありますか。また、どのような施設が

指定されていますか。 

Ａ15 令和７年４月１日現在、避難施設 102,141 施設のうち、4,233 件の地下施設が指定さ

れています。地下道が指定されている例が一番多く、そのほか地下駅舎や市民センター、

公民館等の公共施設の地下部分等が指定されています。 

これまで、福岡市の地下街（天神地下街）や、千代田区の地下駅舎等 （東京駅）が指定

された例があります。 

 

Ｑ16 緊急一時避難施設について、地下施設の指定を促進するのはなぜですか。 

Ａ16 弾道ミサイル発射等を考慮した場合、弾頭の種類や着弾する場所等によりその被害

の様相は様々ですが、いずれの場合においても、爆風や破片等が生じると考えられます。 

爆風や破片等から身を守り、被害を軽減するためには、コンクリート造り等の堅ろうな

建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設へ避難することが有効であり、とりわけ地下施設

は爆風や破片等からの被害軽減に効果が高いと考えられるためです。 

 

Ｑ17 地下駅舎や地下街を避難施設に指定することを促進しているのはなぜですか。地下

駅舎の場合、人がホームに押し掛け転落するなどのリスクもあるのではないですか。 

Ａ17 地下施設のうち、地下駅舎や地下街は、日頃から不特定多数の人が利用し、住民等へ

の認知度が高く、かつ収容力が大きいため、緊急一時避難施設としての使用目的に適して

いるためです。 

地下施設の中のどの範囲までを指定するかについては、個々の施設の事情を考慮して

判断する必要がありますが、例えば地下駅舎の改札内は指定の対象としないことも考え

られます。 

 

Ｑ18 地下施設は化学剤による攻撃からの避難に適しないため、避難施設に指定しない方

がよいのではないでしょうか。 

Ａ18 地下施設の緊急一時避難施設指定促進の取組は、弾道ミサイル攻撃時における警報

直後の避難行動の重要性に鑑み行っているものであり、地下施設を広く指定するようお

願いいたします。 

一方で、どのような事態にどのような避難誘導が適切かについては、訓練等を通じて、

都道府県・市町村において、平素から整理しておくことが重要です。 
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参照条文等 

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十

二号）（抄） 

（避難施設の指定） 

第百四十八条 都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あら

かじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の

管理者の同意を得なければならない。 

 

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政令

第二百七十五号）（抄） 

（避難施設の基準） 

第三十五条 法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施

設であること。 

二 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のもので

あること。 

三 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備

を有するものであること。 

四 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。 

五 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 

 

○国民の保護に関する基本指針（平成１７年３月 閣議決定）（抄） 

５ 避難施設 

 (1)避難施設の指定 

   ・爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンク

リート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設を指定するよう配慮す

る。 

 
 



令和８年３月

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付

緊急事態を想定した避難施設（シェルター）
の確保に関する基本方針について

別紙１



※ これらのほか、引き続き、先島諸島の５市町村での特定臨時避難施設の整備を着実に推進

シェルター基本方針（概要）

「緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針」本文書の名称

「国民の保護に関する基本指針」（H17.３閣議決定）に基づき、今回新たに閣議決定
国家安全保障戦略、骨太の方針なども踏まえたものとして策定（「基本的考え方」（※）を発展的に継承）
このため、併せて「国民の保護に関する基本指針」も変更

制定根拠・形式等

方針のポイント

○ 「帰宅困難者対策の一時滞在施設」などと
「緊急一時避難施設」との「デュアルユース」を推進し、
武力攻撃事態等から自然災害に至るあらゆる緊急事態
にシームレスに対応

○ 民間の防災アプリ等との情報連携など、国民が的確
かつ迅速な避難行動に結びつけられる情報発信を展開

○ 地上施設に加え、地下駅舎、地下街、大規模建築物の地下駐車
場などの民間の既存の地下施設を、シェルターとして確保

 ※ 地下駅舎、地下街、大規模建築物の地下駐車場等は面的につながっていることも多い。

 ※ 一定の規模以上の建築物については、駐車施設が併設されている。

○ 危機管理投資の一環として、「令和の国土強靱化対策」などと
連携し、滞在機能などの充実（※）を促進

※  水、食料、簡易ベットなどの備蓄等により、数日間の滞在を可能とする。

○ あわせて、大規模建築物の容積率の緩和等の奨励策を検討

○ 事業者に対する表彰などにより、民間の取組や投資を後押し

市区町村
単位

官民連携の推進
（民間施設の活用、民の取組の奨励・促進）

昼間人口を
視野に

自然災害対策との連携
（デュアルユース）

地上・地下ともに
指定促進

〇 R８～12においては、地域の特性や実情に配慮しつつ、市区町
村単位の人口カバー率100％を目標とする

〇 あわせて、市区町村単位での昼間人口カバー率100％を目指す

【官民連携の推進（民の取組の奨励・促進等）】

【デュアルユースの推進】【きめ細やかな指定促進】

【最善の避難行動の普及促進】

○ イスラエルなど諸外国の取組を参考に、
地下・地上施設とも活用して確保に取り組む

○ 核攻撃等のより過酷な攻撃によるものに対応する
シェルターについても調査・研究を深化

○ シェルターの技術的な仕様や定義・名称のほか、優先
して取り組むべき地域等について１年後を目途に整理

【調査・研究の加速・深化等】

都道府県単位 公共施設中心 夜間人口をベース 国民保護制度だけでの取組 地上施設が多い

※ 「武力攻撃を想定した避難施設（シェルター）の確保に係る基本的考え方」（R６.３）
内閣官房、内閣府、消防庁、経済産業省、国土交通省、防衛省 連名
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第１章 策定の経緯・趣旨等 

 

１．これまでの経緯 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年

法律第 112 号。以下「国民保護法」という。）では、国、地方公共団体等の責

務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災

害への対処に関する措置その他の国民の保護のための措置（以下「国民保護

措置」という。）等に関し必要な事項を定めている。 

 

我が国に対する外部からの武力攻撃に際し、国民の生命、身体及び財産を

保護し、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化するため、

国全体として万全の態勢を整備することは、国家の責務である。 

国民保護法の制定以降、武力攻撃を想定した避難施設の確保に取り組んで

きた。武力攻撃事態等において、住民の避難及び避難住民等の救援を的確か

つ迅速に実施することができるよう、平時からこれらの用に供する避難施設

を確保しておくべく、都道府県及び指定都市において避難施設の指定を進め

てきた。近年では、特に、爆風や破片等からの直接の被害を軽減し、周囲の

安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するため、コンクリート造り等

の堅ろうな建築物や地下施設を「緊急一時避難施設」として指定する取組を

促進し、全国的な量的確保を現在進行形で集中的に推進している。 

同時に、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能

を備えた避難施設に関し、内閣官房において、関係府省庁と連携し、諸外国

の事例を含め、調査及び研究を進めてきたところである。 

 

今や国際社会は時代を画する変化に直面している。パワーバランスの歴史

的変化と地政学的競争の激化が生じるとともに、気候変動問題を始め、国境

を越えて各国が協力して対応すべき諸課題も生起している。また、国内では

人口減少、少子高齢化等の困難な課題に直面し、同時に、我が国周辺での軍

事的動向等が深刻な懸念となり、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環

境のただ中にある。 

 

我が国の安全保障に関する最上位の政策文書である「国家安全保障戦略」

（令和４年 12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定）では、国、地方

公共団体、指定公共機関等が協力して、住民を守るための取組を進めるなど、
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国民保護のための体制を強化することとした。その具体策として、国民保護

の体制の強化が抑止力となるという観点から、武力攻撃より十分に先立って、

南西地域を含む住民の迅速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画の

速やかな策定等を行うことと並び、様々な避難施設の確保を行うことを示し、

我が国の国民保護への対応を大きく前進させた。 

これに基づき、令和６年３月に、内閣官房・内閣府・消防庁・経済産業省・

国土交通省・防衛省の連名により、 「武力攻撃を想定した避難施設（シェルタ

ー）の確保に係る基本的考え方」（以下「基本的考え方」という。）を定め、

①政治経済の中枢を含む都市部における指定など「緊急一時避難施設の指定

促進」、②地域の実情に応じた 「緊急一時避難施設の充実も含むその在り方の

検討」、③避難の困難性など一定の要件を満たす地域における 「特定臨時避難

施設の整備」の３点を柱とした。 

あわせて、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機

能を備えた避難施設に関して、内閣官房において、関係府省庁と連携し、有

識者の協力を得て、備えるべき技術的な仕様の指針としてガイドライン（ 「特

定臨時避難施設の技術ガイドライン」）を示した。当該ガイドラインは、我が

国において知見等に限りがあるものの、諸外国の事例や国内の自然災害への

対応等を参考に作成したものであり、今後の整備事例、関連技術の発展等を

踏まえ、必要に応じて改訂することとしている。 

なお、上記③に関し、武力攻撃を想定した住民避難について、武力攻撃災

害が広範囲で長期に及ぶ可能性がある場合には、武力攻撃より十分に先立っ

て、住民等の広域避難を開始し、完了することが、住民等の安全を確保する

上で最も重要であることは論をまたない。 

 

これらを踏まえ、避難の困難性など一定の要件を満たす地域として、先島

諸島の５市町村（与那国町、竹富町、石垣市、多良間村及び宮古島市）にお

いて、内閣官房、消防庁及び防衛省による支援の下、新たに建設する公共・

公用施設の地階に、平時には会議室や駐車場等として活用し、武力攻撃事態

等においては避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れる住民等が広域避

難を完了するまでの一定期間避難することができる「特定臨時避難施設」の

整備を進めている。 

 

また、令和６年７月から、 「武力攻撃を想定した避難施設（シェルター）の

確保に係る関係府省連絡会議」を開催し、関係府省の取組状況を共有し、緊

密な連携の下、政府一体となって取組を推進している。 
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関連施策との連携の観点からは、「第１次国土強靱化実施中期計画」（令和

７年６月６日閣議決定）において、 「近年の災害の激甚化・頻発化等への対応

や国民保護の観点から、避難施設の整備等に当たっては、自然災害のみなら

ず、自然災害以外の有事の際にも機能するよう配慮する」とし、自然災害以

外の有事と自然災害時の避難施設のデュアルユースの考え方を示している。 

 

２．策定の趣旨、基本認識と目指す方向性 

 

戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している我が国の国民保護体制

の強化及び実効性確保の一つの柱として、武力攻撃を想定した避難施設の確

保は急務である。 

 

全国での緊急一時避難施設の集中的な指定促進や、先島諸島の５市町村で

の特定臨時避難施設の整備など、安全保障環境の変化を踏まえた取組が進ん

でいる。緊急一時避難施設の全国での人口カバー率は 150％超と大きく増加

し、このうち、地下施設の全国での人口カバー率は５％超となった。 

しかしながら、武力攻撃災害の態様は様々であると考えられ、また、緊急

一時避難施設の一人当たりの避難スペースを諸外国の事例と同程度の水準と

していることも併せ考えると、地域の実情等を踏まえながら、より高い水準

を目指して全国的に緊急一時避難施設の確保を推進しなければならない。 

 

その際、地上施設より安全性が高いと考えられる地下施設は都市部に偏在

しているほか、高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラは老朽化

が進行しているなど、関連するリソースに限りがあることを念頭に、社会全

体で最大限、効果的かつ効率的な対応をとることが必要である。 

これまで、緊急一時避難施設の確保に当たっては、地下施設に加え、災害

対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）上の指定避

難所等に指定されている学校や公民館、体育館等の施設についても緊急一時

避難施設に指定されるよう、重点的に取り組んできた。その一方で、首都直

下地震等の大規模自然災害では、膨大な数の被災者・避難者だけでなく、昼

間の発災の場合には都心部での公共交通機関の停止等に伴う膨大な数の帰宅

困難者を含めた滞留者の発生が見込まれ、帰宅困難者対策の一時滞在施設は

公共施設のみでは足りず、より一層の確保が課題となっている。また、遠地

津波、暴風、豪雨、積雪など、地震以外の要因により公共交通機関が停止す

ることで、多数の帰宅困難者が発生することも考えられ、様々な状況を想定
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して帰宅困難者対策の一時滞在施設の確保を進める必要がある。 

武力攻撃事態等のみならず自然災害も含め、このような状況を大局的に俯

瞰（ふかん）すれば、国民の安全・安心を確保するため、武力攻撃事態等か

ら自然災害に至るあらゆる緊急事態にシームレスに対応していく必要がある。

国や地方公共団体において、従来の制度や前提にとらわれず、柔軟な発想に

より分野や所管を横断し、シェルターを一体的かつ合理的に確保することを

目指していく。 

 

同時に、社会全体の課題としてシェルターの確保を進めていく上では、官

民が連携して取り組むことが不可欠であり、民間事業者・施設管理者を始め

とする様々なステークホルダーの十分な理解と協力、参画が肝要である。国

は、地方公共団体とともに、民間事業者・施設管理者が自発的かつ主体的に

参画できる環境を整えていく必要がある。 

民間事業者・施設管理者からは、緊急一時避難施設の指定や帰宅困難者対

策の一時滞在施設に関する協定の締結がコストやリスクになるとの声がある

のも事実である。他方、緊急一時避難施設や帰宅困難者対策の一時滞在施設

となっている民間施設も相当程度存在している。さらに、自然災害等の緊急

事態に備えた態勢づくりや施設整備を進め、社会的な評価につなげている民

間事業者も存在する。 

こうした状況を踏まえ、民間事業者・施設管理者や業界団体等の関係者と

適切にコミュニケーションをとり、丁寧に幅広く課題認識を共有しながら、

社会課題の解決に向けて様々なコストやリスクを最小化することを目指すと

ともに、民間事業者・施設管理者のこうした取組への協力・参画が、取引先

や金融機関、株主などからの評価を含め社会的に適切に評価され、自発的か

つ主体的な安全・安心のための取組や投資を後押しする社会を目指していく。 

 

くわえて、シェルターを実効的に活用し、国民の安全・安心を確かなもの

とするためには、国民一人一人が最善の避難行動をとることが欠かせない。 

国として、そもそも武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならず、

また、万が一、武力攻撃事態等が発生した際には、国の組織及び機能の全て

を挙げて、これに対処しなければならないことは当然のことであるが、他方

で、武力攻撃災害であれ、自然災害であれ、緊急事態において、自らの命を

守るための適切な行動をとることは重要である。 

このため、防災における取組と歩調を合わせて国民保護に関する普及啓発

や教育、避難訓練を推進し、社会全体として、「自ら助かる」行動とともに、
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地域コミュニティレベルでの相互支援による「共に助かる」行動の定着を図

りながら、これらを適切に組み合わせた取組につなげることを目指していく。 

 

これらの基本認識と目指す方向性を新たな基軸として、防災・減災、国土

強靱化施策を始め政策分野横断的・融合的に連携し、これらを総合的に最大

限活用することにより、シェルターの確保の取組を高次のレベルで統合させ

ていく。この方針の下での施策展開を通じて、国全体のレジリエンスを向上

させながら、国民の安全・安心を盤石なものとし、国家としての確固たる危

機管理態勢を構築することを目指していく。 

 

このような視点に立ち、国民保護法及び「国民の保護に関する基本指針」

（平成 17 年３月 25 日閣議決定）に基づき、また、令和６年３月の「基本的

考え方」を発展的に継承し、国家安全保障戦略など関連する政府の方針等を

踏まえた具体的な取組方針として、「緊急事態を想定した避難施設（シェルタ

ー）の確保に関する基本方針」（以下「本基本方針」という。）を定める。本

基本方針に基づき、内閣官房の総合調整の下、令和８年中の設置を目指して

いる防災庁を含む関係府省庁が緊密に連携し、関連する諸施策との調和を図

りながら、政府一体となって戦略的かつ持続的な形でシェルターの確保を進

める。 

 

３．用語の整理 

 

武力攻撃を想定した「シェルター」は、諸外国の事例では、例えば、建築

物の階段室を強化したもの、建築物の地階に設置したもの、避難施設として

の使用も想定した地下鉄駅等の大規模な構造物など、その態様は様々である。 

本基本方針では、 「武力攻撃等の緊急事態を想定した避難施設」を「シェル

ター」と総称する。具体的には、国民保護法第 148 条第１項の避難施設のう

ち、以下の「緊急一時避難施設」又は「特定臨時避難施設」をいう。 

「緊急一時避難施設」とは、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するた

め、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造

り等の堅ろうな建築物や地下施設で、都道府県及び指定都市が指定したもの

をいう。 

「特定臨時避難施設」とは、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護す

るための必要な機能を備えた、避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れ

る住民等が広域避難を完了するまでの一定期間避難可能で堅ろうな避難施設
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で、避難の困難性など一定の要件を満たす地域として先島諸島の５市町村に

おいて、国の支援の下、整備に取り組んでいるものをいう。 

以上は、国民保護制度に基づく現状の整理であるが、今後、国家安全保障

戦略など関連する政府の方針の見直しを踏まえ、武力攻撃等を想定した避難

施設として備えるべき堅ろうさを始めとする技術的な仕様や定義・名称等に

ついて、諸外国の事例も参考にしつつ、専門的見地から更なる検討を加え、

１年後を目途に整理する。 
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第２章 シェルター確保の推進の視点 

 

１．地域特性等を踏まえた様々な種類のシェルターの確保 

 

近年、我が国周辺では、かつてない頻度で弾道ミサイル等の発射が繰り返

されている。弾道ミサイル等による攻撃に対しては、弾道ミサイル防衛等に

より侵害排除を行うとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）に

よる迅速な情報伝達と適切な行動により被害を局限化することが重要である。 

武力攻撃災害の態様は、武力攻撃の手段やその規模の大小、攻撃パターン

等により異なり、どのようなものとなるか一概に言えないものの、弾道ミサ

イル等の単体による武力攻撃の場合には、都度の武力攻撃災害の影響は、航

空攻撃や着上陸侵攻など他の武力攻撃が複合して生起する場合と比べ、比較

的限られた時間になると想定される。 

このような限られた時間での武力攻撃の間、住民等が爆風や破片等からの

直接の被害を軽減し、緊急的かつ一時的に安全を確保するためには、その瞬

間における最善の避難行動として、堅ろうな建築物や地下施設である緊急一

時避難施設に屋内避難することが極めて重要であり、引き続き、その全国的

な量的確保を進めていく。 

特に、政治経済の中枢を含む都市部などにおいては、昼間人口の規模に見

合った交通手段の確保等の観点から、万が一の際、避難の困難性により、速

やかな移動を伴う避難が極めて困難であると想定され、大規模自然災害時の

ような帰宅困難者を含めた滞留者の発生も懸念される。このため、住民以外

の通勤者や来訪者、滞在者等についても考慮しながら、緊急一時避難施設の

確保を進める必要がある。 

このほか、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国

民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる、又は安全を確保し

なければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる重

要施設等の周辺地域においても、住民等の安全確保のため、施設の特性や、

住民等の滞在状況を含む地域の状況を勘案しつつ、緊急一時避難施設の確保

を進める必要がある。 

 

また、武力攻撃災害の態様や発生時間帯等によっては、住民等の広域避難

を行う事態にまでは至らないものの、周囲の安全が確認されるまでの時間が

長くなる場合なども想定され得る。シェルターでの避難期間を数時間から数

日程度と想定している諸外国の事例も参考にしつつ、シェルターの量的確保
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との両立に十分留意しながら、地域の特性や実情等に応じ、数時間から１日

程度、長くとも数日程度の短期間の避難にも対応することができるよう、緊

急一時避難施設の滞在機能等の充実など、質的向上にも取り組んでいく必要

がある。 

 

さらに、武力攻撃災害が広範囲で長期に及ぶ可能性がある場合には、武力

攻撃より十分に先立って、住民等の広域避難を開始し、完了することが住民

等の安全を確保する上で最も重要であるが、輸送手段に大きな制約があり、

かつ、避難先地域が遠距離にあるといった避難の困難性がある地域では、例

えば、悪天候時に、広域避難の完了までの一定期間避難することができる堅

ろうな避難施設の確保も必要である。 

 

国民保護体制の強化及び実効性の向上のため、地域の特性や実情等を踏ま

え、避難実施要領のパターンの作成や国民保護措置のための訓練の実施等と

も相互に連関させながら、様々な種類のシェルターの確保に継続的に取り組

んでいく。 

 

２．自然災害時との避難施設のデュアルユースと平時活用、官民連携の推進 

 

シェルターの裾野を広げ、全国的な量的確保を推進していく上では、関連

するリソースに限りがあることを踏まえつつ、堅ろうな建築物のみならず、

より安全性が高いと考えられる既存の地下空間や地下インフラ、さらには、

主要駅や大規模建築物等を新規に建設した際に設けられる地下空間をシェル

ターとして最大限活用していくことが重要である。 

 

その際、災対法上の指定避難所に指定されている施設等について、緊急一

時避難施設の指定が進んでいることも踏まえると、事前防災の観点も取り入

れ、武力攻撃事態等と激甚化・頻発化する自然災害時の避難施設のデュアル

ユースを進めていくことが必要である。緊急事態に対する危機管理態勢全般

の実効性向上に資するよう、緊急一時避難施設と帰宅困難者対策の一時滞在

施設など、比較的親和性があると考えられる避難施設を中心に、相互に参照

しながら、多角的に検討を進めることが有効である。 

また、平時における施設の維持管理等の負担を踏まえると、当然、平時に

も有効に活用できる施設である必要があり、「平時活用・緊急時機能発揮」の

観点から、平時には会議室や駐車場、賑わい・交流創出スペースなどとして



 

9 

 

活用し、武力攻撃等の緊急事態においてはシェルターとして活用するなど、

多角的利用を基本とする。 

 

同時に、こうした取組の推進に当たっては、民間事業者・施設管理者を始

めとする様々なステークホルダーの十分な理解と協力、参画が肝要である。

国、指定実務を担う地方公共団体、民間事業者・施設管理者や業界団体等の

間で、丁寧に幅広くそれぞれの課題認識を共有し、官民が連携してその解決

に向けた取組を着実に進め、民間事業者・施設管理者が自発的かつ主体的に

参画できる環境を整えていく。 

 

３．危険や脅威に対する最善の避難行動の普及促進 

 

弾道ミサイルの飛来など危険や脅威が切迫した場合には、爆風や破片等か

ら身を守るため、自宅や職場又は近傍の堅ろうな建築物や地下施設に直ちに

屋内避難することが重要である。 

緊急的に身を守る必要が生じた場合、その状況下での最善の避難が重要で

あり、屋内避難する先は地下施設に限るものではなく、身近で安全な施設に

避難し、さらに、窓から離れる、又は窓がない部屋に逃げ込むといった行動

をとる必要がある。また、近傍に建築物がなく屋外にいる場合には、物陰に

身を隠す、又は地面に伏せて頭部を守るといった行動など、その瞬間におけ

る最善の避難行動をとる必要がある。 

 

シェルターを実効的に活用し、国民の安全を確保するためには、身近な場

所にシェルターを確保しつつ、国民一人一人のこうした最善の避難行動の実

効性を高めることが不可欠である。 

このため、緊急避難先としてのシェルターの確保及び所在地等情報の広報

と、最善の避難行動の普及促進、教育及び避難訓練の推進を、不可分一体の

ものとして有機的に組み合わせ、防災における取組とも歩調を合わせながら

推進する。 
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第３章 シェルター確保の推進に関し当面講ずべき措置 

 

１．全国的な緊急一時避難施設の指定促進 

 

これまでの全国での緊急一時避難施設の集中的な指定促進の取組により、

緊急一時避難施設の全国での人口カバー率は 150％を超え、このうち、地下

施設の人口カバー率は５％を超えた。 

その上で、緊急一時避難施設の一人当たりの避難スペースを諸外国と同程

度の水準としていることも念頭に置きつつ、全国での人口カバー率の更なる

向上のため、内閣官房の総合調整の下、消防庁及び内閣府を中心に、関係府

省庁が連携し、施設類型に応じ、きめ細かな取組をより一層進めていく。 

その際、国民保護措置において避難の指示を行う都道府県と避難住民の誘

導を行う市町村の平素からの緊密な連携をこれまで以上に進める。 

 

全ての住民の身近な場所に緊急一時避難施設を確保するため、これまで都

道府県及び指定都市単位での人口カバー率 100％を目標として取り組んでき

た。これを更に推し進め、市区町村単位での人口カバー率 100％を次なる目

標としてその達成を目指す。ただし、関連するリソースに限りがあることや、

地域の特性・実情等も考慮する。 

さらに、引き続き、政治経済の中枢を含む都市部などでの指定や、主要駅 ・

大規模建築物等の地下空間、地下駅舎・地下街・地下道・地下駐車場等の既

存の地下施設の指定を進める。 

また、自然災害時との避難施設のデュアルユースを推進する観点から、帰

宅困難者対策の一時滞在施設となっている民間施設について、民間事業者・

施設管理者の理解や協力、参画を丁寧に得ながら、緊急一時避難施設として

の指定を進める。あわせて、緊急一時避難施設となっている民間施設につい

ては、帰宅困難者対策の一時滞在施設に関する協定の締結など、大規模地震

や遠地津波等の自然災害時にも利用できる態勢づくりを進める。 

これらの取組を通じ、住民以外の通勤者や来訪者、滞在者等の緊急避難先

としても資するよう緊急一時避難施設を確保し、市区町村単位での昼間人口

カバー率 100％を目指していく。 

このほか、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国

民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる、又は安全を確保し

なければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる重

要施設等の周辺地域での指定など、施設の特性や、住民等の滞在状況を含む
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地域の状況に応じた指定を進める。 

 

過疎地域や中山間地域を始め、地域によってはそもそも緊急一時避難施設

として指定し得る堅ろうな建築物や地下施設に限りがある場合が想定される。 

このような場合には、当該地域の特性や実情等を総合的に勘案しながら柔

軟に対応することとし、災対法上の指定避難所として指定されている公共施

設等を始め幅広く指定を進め、できるだけ多くの施設の確保に努めることと

する。 

 

また、国は、国が管理・所管する施設について、都道府県及び指定都市か

ら緊急一時避難施設としての指定の同意を求められた場合には、当該施設の

特性等を踏まえ、積極的に指定に応じるなど適切に対応する。 

 

２．緊急一時避難施設の充実 

 

武力攻撃災害の態様や発生時間帯等により、住民等の広域避難を行う事態

にまでは至らないものの、周囲の安全が確認されるまでの時間が長くなる場

合などを想定し、内閣官房の総合調整の下、国土交通省を中心に、関係府省

庁が連携し、以下の取組を通じて、シェルターの整備につなげていく。 

 

政治経済の中枢を含む都市部など、速やかな移動を伴う避難の困難性のあ

る地域において、緊急一時避難施設のうち、主要駅や大規模建築物等の地下

空間、地下駅舎 ・地下街・地下道・地下駐車場等の既存の地下施設を中心に、

数時間から１日程度、長くとも数日程度の短期間の避難にも対応できるよう

滞在機能等の充実を推奨する。 

また、主要駅や大規模建築物等を新規に建設する場合に地下空間が整備さ

れる際にも、シェルターとしての活用を見据えた整備を推奨し、積極的に働

きかける。 

その際、自然災害時との避難施設のデュアルユースを推進する観点から、

帰宅困難者対策の一時滞在施設としての機能発揮も視野に、危機管理投資の

一環として、防災・減災、国土強靱化施策などと重点的に連携し、地下施設

に関連する既存の施策等を総合的に最大限活用する。 

同時に、民間における経済合理性に基づく社会経済活動や、近年の資材価

格や人件費の高騰の影響等にも十分留意しつつ、民間事業者・施設管理者や

業界団体等の課題認識を丁寧に幅広く共有しながら、官民が連携してその解
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決に向けた取組を着実に進める。 

既存施設の改修等による具体的な充実内容は、数時間から１日程度、長く

とも数日程度の短期間の避難を念頭に置き、主として、避難住民等を受け入

れるために付加的に必要となるスペースや備蓄倉庫、電気設備等の滞在機能

のほか、簡易トイレや簡易ベッド等の備蓄の充実とすることを推奨し、既存

施設の態様や、物理的な制約を含む様々な諸条件、地域の実情等に応じて、

既存施設を最大限活用した選択的で柔軟なものとする。また、当該改修は、

施設ごとの計画的なメンテナンスサイクルを踏まえた適切なタイミングで取

り組むことに配慮することを推奨する。 

新規に施設を建設する場合についても、既存施設の改修等による充実内容

と同様、滞在機能の付加等に配慮することを推奨する。 

 

物資及び資材の備蓄については、国民保護措置のためのものと防災のため

のものとを相互に兼ねることができるものであり、内閣府を中心に、 「最低３

日間、推奨１週間」分が目安とされている家庭備蓄と併せて、積極的に周知 ・

推進する。また、新物資システム（Ｂ―ＰＬｏ）の活用や被災地支援のため

の国の備蓄物資拠点の整備を始めとする防災の取組について、国民保護措置

での活用の検討を進める。 

 

あわせて、内閣官房において、国土交通省、防衛省等の関係府省庁と連携

し、避難施設に関する技術的な仕様の指針としてのガイドラインや、既存の

地下施設を避難施設として充実させることの実現可能性調査（フィージビリ

ティ調査）など、これまでの避難施設に関する調査及び研究の成果を踏まえ、

既存の地下施設の改修等による滞在機能等の充実の企画、設計等において参

考となる手引を作成する。 

 

３．自然災害時との避難施設のデュアルユースと官民連携の取組の具体化 

 

内閣官房の総合調整の下、消防庁、内閣府、国土交通省等の関係府省庁に

おいて、地方公共団体、民間事業者・施設管理者、業界団体等と連携し、武

力攻撃事態等や大規模自然災害などの緊急事態に関する知見や課題等の共有

を進め、緊急一時避難施設の具体的な運用面の課題の検討・整理を着実に実

施し、社会全体として「自ら助かる」行動や「共に助かる」行動を適切に組

み合わせながら、必要な施策の検討を進める。 

この点、特に、自然災害時の帰宅困難者対策のための一時滞在施設の確保
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の取組は、緊急一時避難施設の確保の取組と、その課題も含めて比較的親和

性が高いと考えられる。事前防災の観点も含め、相乗効果が期待できる施策

も念頭に置きながら取組を進める。 

また、内閣府等の関係府省庁の防災に関する表彰制度を始めとする各種ソ

フト施策について、国民保護に関する取組も対象とするなど、自然災害時と

の避難施設のデュアルユースを推進する環境整備に取り組む。 

 

あわせて、主要駅や大規模建築物等の地下空間、地下駅舎・地下街・地下

道・地下駐車場等の既存の地下施設の活用など、緊急一時避難施設や帰宅困

難者対策の一時滞在施設の確保に向け、民間事業者・施設管理者の様々な課

題やコスト、リスクを最小化し、その取組を後押しする奨励・促進策を多角

的に検討し、民間事業者・施設管理者が自発的かつ主体的に参画できる環境

整備に取り組む。 

 

４．最善の避難行動の実効性向上 

 

国民一人一人の最善の避難行動の実効性を高めるため、内閣官房、消防庁、

内閣府等の関係府省庁において、最善の避難行動の普及促進や、国民保護に

関する普及啓発・広報に取り組むほか、緊急一時避難施設の周知や認知度向

上に資するよう、ピクトグラムなど分かりやすい表示について検討を進める。 

くわえて、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の情報伝達機能を不

断に強化しつつ、国民保護ポータルサイトに掲載している緊急一時避難施設

の所在地等情報の充実、民間の防災アプリや地図情報サービス等との情報連

携など、国民が速やかに事態を把握し、的確かつ迅速な避難行動に結びつけ

られるような情報発信の実施についても検討を進める。 

また、これらを活用した避難行動の実効性を高めるための教育や避難施設

を活用した避難訓練を、防災における取組と連携させて実施するなど、国民

保護に関する普及啓発を促す取組を進める。 

 

５．特定臨時避難施設の整備と運用等ガイドラインの作成 

 

特定臨時避難施設は以下の必要性から整備を進めることとしている。 

・ 武力攻撃を想定した住民避難に関し、武力攻撃災害が広範囲で長期に

及ぶ可能性がある場合には、武力攻撃より十分に先立って、住民等の広

域避難を開始し、完了することが住民等の安全を確保する上で最も重要
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である。 

・ この広域避難は、「国家安全保障戦略」を含む、いわゆる「三文書」の

中で、我が国の防衛における南西地域の重視が打ち出されていることを

踏まえれば、この地域において、住民等の安全を確保する上で、より重

要である。 

・ この中で、輸送手段に大きな制約があり、かつ、避難先地域が遠距離

にあるといった避難の困難性がある地域では、例えば、悪天候時に、航

空機又は船舶が使用できず広域避難が困難となり、広域避難の完了まで

の一定期間、避難誘導に従事する行政職員等及び避難に遅れる住民等が、

要避難地域に留まらざるを得ないことも想定される。 

・ そうした行政職員等及び住民等が一定期間避難できる安全な避難先の

確保が必要である。 

・ このため、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要

な機能を備えた一定期間避難可能で堅ろうな避難施設としての「特定臨

時避難施設」の整備が必要である。 

 

この必要性を踏まえ、以下の要件を満たす市町村が、国の支援を受けて、

公共・公用施設の地階に、平時には会議室や駐車場等として活用し、武力攻

撃事態等においては避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れる住民等が

広域避難を完了するまでの一定期間（２週間程度）避難することができる特

定臨時避難施設の整備を進めているところである。 

① 住民等が広域避難を行う場合に、輸送手段が航空機又は船舶に限られ

るとともに、避難先地域が遠距離にあるために船舶での輸送時には沿海

区域を越えた避難が必要な離島に所在するといった、避難の困難性があ

ること。 

② 全ての住民等の広域避難を想定した避難実施要領のパターンについて、

作成及び公表を行うとともに、当該避難実施要領のパターンを活用して、

国と都道府県が共同で行う国民保護訓練を実施していること。 

 

具体的には、先島諸島の５市町村において特定臨時避難施設の整備を進め

ており、引き続き、内閣官房、消防庁及び防衛省が連携して支援する。 

また、特定臨時避難施設の実効的な活用に資するよう、内閣官房において、

消防庁、防衛省、内閣府等の関係府省庁と連携し、自然災害での知見等も参

考にしつつ、平時における運用や維持管理、平時からの運用の転換など、運

用等に関するガイドラインを作成する。 
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第４章 調査及び研究の加速・深化と本基本方針の見直し 

 

武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備え

た避難施設に関し、これまでの調査及び研究を踏まえ、技術的な仕様の指針

として示したガイドライン（「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」）では、

関係法令に基づき、武力攻撃事態における施設の機能継続に必要な室や設備

等を確保するための建築計画や、機能継続に支障となる損傷の発生を防止す

るための構造計画、外部のライフライン途絶時の機能継続のための設備計画

等を盛り込んでいる。しかしながら、武力攻撃災害の態様は様々であること

から、引き続き調査及び研究を進めていく必要がある。 

 

このため、シェルターの確保を進める中で、内閣官房において、関係府省

庁と連携し、核攻撃等のより過酷な攻撃によるものも含め、武力攻撃災害に

対し必要な機能を備えた避難施設に関する知見等を蓄積するとともに、様々

な技術の導入に取り組むなど、シェルターの在り方に関する調査・研究を加

速・深化させる。 

 

また、シェルターに関する個別具体の基準を含む技術的な事項については、

全国的な量的確保と質的向上の両立の観点を踏まえ、民間における経済合理

性に基づく社会経済活動に与える影響等も十分考慮しつつ、備えることが推

奨される技術性能も含め、その在り方について、国土交通省、防衛省等の関

係府省庁と連携し、調査及び研究を進める。 

 

くわえて、引き続き、フィンランド、イスラエル、シンガポールを始めと

する諸外国のシェルター整備の事例にとどまらず、諸外国のシェルター確保

に関する制度の調査及び研究を進める。 

 

本基本方針は、国家安全保障戦略など関連する政府の方針の見直しを踏ま

え、１年後を目途に、優先して取り組むべき地域等の整理を行う。また、お

おむね５年を目途として、シェルター確保の状況や関連技術の発展等を勘案

し、必要な見直しを行う。なお、本基本方針に掲げられていない施策の機動

的な実施を妨げるものではない。 

くわえて、安全保障環境等について重要な変化があった場合には、必要に

応じ、随時見直しを行う。 



緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の

確保に関する基本方針 

令和８年３月 

別紙３
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第１章 策定の経緯・趣旨等 

 

１．これまでの経緯 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年

法律第 112 号。以下「国民保護法」という。）では、国、地方公共団体等の責

務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災

害への対処に関する措置その他の国民の保護のための措置（以下「国民保護

措置」という。）等に関し必要な事項を定めている。 

 

我が国に対する外部からの武力攻撃に際し、国民の生命、身体及び財産を

保護し、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小化するため、

国全体として万全の態勢を整備することは、国家の責務である。 

国民保護法の制定以降、武力攻撃を想定した避難施設の確保に取り組んで

きた。武力攻撃事態等において、住民の避難及び避難住民等の救援を的確か

つ迅速に実施することができるよう、平時からこれらの用に供する避難施設

を確保しておくべく、都道府県及び指定都市において避難施設の指定を進め

てきた。近年では、特に、爆風や破片等からの直接の被害を軽減し、周囲の

安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するため、コンクリート造り等

の堅ろうな建築物や地下施設を「緊急一時避難施設」として指定する取組を

促進し、全国的な量的確保を現在進行形で集中的に推進している。 

同時に、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能

を備えた避難施設に関し、内閣官房において、関係府省庁と連携し、諸外国

の事例を含め、調査及び研究を進めてきたところである。 

 

今や国際社会は時代を画する変化に直面している。パワーバランスの歴史

的変化と地政学的競争の激化が生じるとともに、気候変動問題を始め、国境

を越えて各国が協力して対応すべき諸課題も生起している。また、国内では

人口減少、少子高齢化等の困難な課題に直面し、同時に、我が国周辺での軍

事的動向等が深刻な懸念となり、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環

境のただ中にある。 

 

我が国の安全保障に関する最上位の政策文書である「国家安全保障戦略」

（令和４年 12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定）では、国、地方

公共団体、指定公共機関等が協力して、住民を守るための取組を進めるなど、
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国民保護のための体制を強化することとした。その具体策として、国民保護

の体制の強化が抑止力となるという観点から、武力攻撃より十分に先立って、

南西地域を含む住民の迅速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画の

速やかな策定等を行うことと並び、様々な避難施設の確保を行うことを示し、

我が国の国民保護への対応を大きく前進させた。 

これに基づき、令和６年３月に、内閣官房・内閣府・消防庁・経済産業省・

国土交通省・防衛省の連名により、 「武力攻撃を想定した避難施設（シェルタ

ー）の確保に係る基本的考え方」（以下「基本的考え方」という。）を定め、

①政治経済の中枢を含む都市部における指定など「緊急一時避難施設の指定

促進」、②地域の実情に応じた 「緊急一時避難施設の充実も含むその在り方の

検討」、③避難の困難性など一定の要件を満たす地域における 「特定臨時避難

施設の整備」の３点を柱とした。 

あわせて、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機

能を備えた避難施設に関して、内閣官房において、関係府省庁と連携し、有

識者の協力を得て、備えるべき技術的な仕様の指針としてガイドライン（ 「特

定臨時避難施設の技術ガイドライン」）を示した。当該ガイドラインは、我が

国において知見等に限りがあるものの、諸外国の事例や国内の自然災害への

対応等を参考に作成したものであり、今後の整備事例、関連技術の発展等を

踏まえ、必要に応じて改訂することとしている。 

なお、上記③に関し、武力攻撃を想定した住民避難について、武力攻撃災

害が広範囲で長期に及ぶ可能性がある場合には、武力攻撃より十分に先立っ

て、住民等の広域避難を開始し、完了することが、住民等の安全を確保する

上で最も重要であることは論をまたない。 

 

これらを踏まえ、避難の困難性など一定の要件を満たす地域として、先島

諸島の５市町村（与那国町、竹富町、石垣市、多良間村及び宮古島市）にお

いて、内閣官房、消防庁及び防衛省による支援の下、新たに建設する公共・

公用施設の地階に、平時には会議室や駐車場等として活用し、武力攻撃事態

等においては避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れる住民等が広域避

難を完了するまでの一定期間避難することができる「特定臨時避難施設」の

整備を進めている。 

 

また、令和６年７月から、 「武力攻撃を想定した避難施設（シェルター）の

確保に係る関係府省連絡会議」を開催し、関係府省の取組状況を共有し、緊

密な連携の下、政府一体となって取組を推進している。 
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関連施策との連携の観点からは、「第１次国土強靱化実施中期計画」（令和

７年６月６日閣議決定）において、 「近年の災害の激甚化・頻発化等への対応

や国民保護の観点から、避難施設の整備等に当たっては、自然災害のみなら

ず、自然災害以外の有事の際にも機能するよう配慮する」とし、自然災害以

外の有事と自然災害時の避難施設のデュアルユースの考え方を示している。 

 

２．策定の趣旨、基本認識と目指す方向性 

 

戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している我が国の国民保護体制

の強化及び実効性確保の一つの柱として、武力攻撃を想定した避難施設の確

保は急務である。 

 

全国での緊急一時避難施設の集中的な指定促進や、先島諸島の５市町村で

の特定臨時避難施設の整備など、安全保障環境の変化を踏まえた取組が進ん

でいる。緊急一時避難施設の全国での人口カバー率は 150％超と大きく増加

し、このうち、地下施設の全国での人口カバー率は５％超となった。 

しかしながら、武力攻撃災害の態様は様々であると考えられ、また、緊急

一時避難施設の一人当たりの避難スペースを諸外国の事例と同程度の水準と

していることも併せ考えると、地域の実情等を踏まえながら、より高い水準

を目指して全国的に緊急一時避難施設の確保を推進しなければならない。 

 

その際、地上施設より安全性が高いと考えられる地下施設は都市部に偏在

しているほか、高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラは老朽化

が進行しているなど、関連するリソースに限りがあることを念頭に、社会全

体で最大限、効果的かつ効率的な対応をとることが必要である。 

これまで、緊急一時避難施設の確保に当たっては、地下施設に加え、災害

対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）上の指定避

難所等に指定されている学校や公民館、体育館等の施設についても緊急一時

避難施設に指定されるよう、重点的に取り組んできた。その一方で、首都直

下地震等の大規模自然災害では、膨大な数の被災者・避難者だけでなく、昼

間の発災の場合には都心部での公共交通機関の停止等に伴う膨大な数の帰宅

困難者を含めた滞留者の発生が見込まれ、帰宅困難者対策の一時滞在施設は

公共施設のみでは足りず、より一層の確保が課題となっている。また、遠地

津波、暴風、豪雨、積雪など、地震以外の要因により公共交通機関が停止す

ることで、多数の帰宅困難者が発生することも考えられ、様々な状況を想定
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して帰宅困難者対策の一時滞在施設の確保を進める必要がある。 

武力攻撃事態等のみならず自然災害も含め、このような状況を大局的に俯

瞰（ふかん）すれば、国民の安全・安心を確保するため、武力攻撃事態等か

ら自然災害に至るあらゆる緊急事態にシームレスに対応していく必要がある。

国や地方公共団体において、従来の制度や前提にとらわれず、柔軟な発想に

より分野や所管を横断し、シェルターを一体的かつ合理的に確保することを

目指していく。 

 

同時に、社会全体の課題としてシェルターの確保を進めていく上では、官

民が連携して取り組むことが不可欠であり、民間事業者・施設管理者を始め

とする様々なステークホルダーの十分な理解と協力、参画が肝要である。国

は、地方公共団体とともに、民間事業者・施設管理者が自発的かつ主体的に

参画できる環境を整えていく必要がある。 

民間事業者・施設管理者からは、緊急一時避難施設の指定や帰宅困難者対

策の一時滞在施設に関する協定の締結がコストやリスクになるとの声がある

のも事実である。他方、緊急一時避難施設や帰宅困難者対策の一時滞在施設

となっている民間施設も相当程度存在している。さらに、自然災害等の緊急

事態に備えた態勢づくりや施設整備を進め、社会的な評価につなげている民

間事業者も存在する。 

こうした状況を踏まえ、民間事業者・施設管理者や業界団体等の関係者と

適切にコミュニケーションをとり、丁寧に幅広く課題認識を共有しながら、

社会課題の解決に向けて様々なコストやリスクを最小化することを目指すと

ともに、民間事業者・施設管理者のこうした取組への協力・参画が、取引先

や金融機関、株主などからの評価を含め社会的に適切に評価され、自発的か

つ主体的な安全・安心のための取組や投資を後押しする社会を目指していく。 

 

くわえて、シェルターを実効的に活用し、国民の安全・安心を確かなもの

とするためには、国民一人一人が最善の避難行動をとることが欠かせない。 

国として、そもそも武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならず、

また、万が一、武力攻撃事態等が発生した際には、国の組織及び機能の全て

を挙げて、これに対処しなければならないことは当然のことであるが、他方

で、武力攻撃災害であれ、自然災害であれ、緊急事態において、自らの命を

守るための適切な行動をとることは重要である。 

このため、防災における取組と歩調を合わせて国民保護に関する普及啓発

や教育、避難訓練を推進し、社会全体として、「自ら助かる」行動とともに、
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地域コミュニティレベルでの相互支援による「共に助かる」行動の定着を図

りながら、これらを適切に組み合わせた取組につなげることを目指していく。 

 

これらの基本認識と目指す方向性を新たな基軸として、防災・減災、国土

強靱化施策を始め政策分野横断的・融合的に連携し、これらを総合的に最大

限活用することにより、シェルターの確保の取組を高次のレベルで統合させ

ていく。この方針の下での施策展開を通じて、国全体のレジリエンスを向上

させながら、国民の安全・安心を盤石なものとし、国家としての確固たる危

機管理態勢を構築することを目指していく。 

 

このような視点に立ち、国民保護法及び「国民の保護に関する基本指針」

（平成 17 年３月 25 日閣議決定）に基づき、また、令和６年３月の「基本的

考え方」を発展的に継承し、国家安全保障戦略など関連する政府の方針等を

踏まえた具体的な取組方針として、「緊急事態を想定した避難施設（シェルタ

ー）の確保に関する基本方針」（以下「本基本方針」という。）を定める。本

基本方針に基づき、内閣官房の総合調整の下、令和８年中の設置を目指して

いる防災庁を含む関係府省庁が緊密に連携し、関連する諸施策との調和を図

りながら、政府一体となって戦略的かつ持続的な形でシェルターの確保を進

める。 

 

３．用語の整理 

 

武力攻撃を想定した「シェルター」は、諸外国の事例では、例えば、建築

物の階段室を強化したもの、建築物の地階に設置したもの、避難施設として

の使用も想定した地下鉄駅等の大規模な構造物など、その態様は様々である。 

本基本方針では、 「武力攻撃等の緊急事態を想定した避難施設」を「シェル

ター」と総称する。具体的には、国民保護法第 148 条第１項の避難施設のう

ち、以下の「緊急一時避難施設」又は「特定臨時避難施設」をいう。 

「緊急一時避難施設」とは、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するた

め、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造

り等の堅ろうな建築物や地下施設で、都道府県及び指定都市が指定したもの

をいう。 

「特定臨時避難施設」とは、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護す

るための必要な機能を備えた、避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れ

る住民等が広域避難を完了するまでの一定期間避難可能で堅ろうな避難施設
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で、避難の困難性など一定の要件を満たす地域として先島諸島の５市町村に

おいて、国の支援の下、整備に取り組んでいるものをいう。 

以上は、国民保護制度に基づく現状の整理であるが、今後、国家安全保障

戦略など関連する政府の方針の見直しを踏まえ、武力攻撃等を想定した避難

施設として備えるべき堅ろうさを始めとする技術的な仕様や定義・名称等に

ついて、諸外国の事例も参考にしつつ、専門的見地から更なる検討を加え、

１年後を目途に整理する。 
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第２章 シェルター確保の推進の視点 

 

１．地域特性等を踏まえた様々な種類のシェルターの確保 

 

近年、我が国周辺では、かつてない頻度で弾道ミサイル等の発射が繰り返

されている。弾道ミサイル等による攻撃に対しては、弾道ミサイル防衛等に

より侵害排除を行うとともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）に

よる迅速な情報伝達と適切な行動により被害を局限化することが重要である。 

武力攻撃災害の態様は、武力攻撃の手段やその規模の大小、攻撃パターン

等により異なり、どのようなものとなるか一概に言えないものの、弾道ミサ

イル等の単体による武力攻撃の場合には、都度の武力攻撃災害の影響は、航

空攻撃や着上陸侵攻など他の武力攻撃が複合して生起する場合と比べ、比較

的限られた時間になると想定される。 

このような限られた時間での武力攻撃の間、住民等が爆風や破片等からの

直接の被害を軽減し、緊急的かつ一時的に安全を確保するためには、その瞬

間における最善の避難行動として、堅ろうな建築物や地下施設である緊急一

時避難施設に屋内避難することが極めて重要であり、引き続き、その全国的

な量的確保を進めていく。 

特に、政治経済の中枢を含む都市部などにおいては、昼間人口の規模に見

合った交通手段の確保等の観点から、万が一の際、避難の困難性により、速

やかな移動を伴う避難が極めて困難であると想定され、大規模自然災害時の

ような帰宅困難者を含めた滞留者の発生も懸念される。このため、住民以外

の通勤者や来訪者、滞在者等についても考慮しながら、緊急一時避難施設の

確保を進める必要がある。 

このほか、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国

民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる、又は安全を確保し

なければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる重

要施設等の周辺地域においても、住民等の安全確保のため、施設の特性や、

住民等の滞在状況を含む地域の状況を勘案しつつ、緊急一時避難施設の確保

を進める必要がある。 

 

また、武力攻撃災害の態様や発生時間帯等によっては、住民等の広域避難

を行う事態にまでは至らないものの、周囲の安全が確認されるまでの時間が

長くなる場合なども想定され得る。シェルターでの避難期間を数時間から数

日程度と想定している諸外国の事例も参考にしつつ、シェルターの量的確保
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との両立に十分留意しながら、地域の特性や実情等に応じ、数時間から１日

程度、長くとも数日程度の短期間の避難にも対応することができるよう、緊

急一時避難施設の滞在機能等の充実など、質的向上にも取り組んでいく必要

がある。 

 

さらに、武力攻撃災害が広範囲で長期に及ぶ可能性がある場合には、武力

攻撃より十分に先立って、住民等の広域避難を開始し、完了することが住民

等の安全を確保する上で最も重要であるが、輸送手段に大きな制約があり、

かつ、避難先地域が遠距離にあるといった避難の困難性がある地域では、例

えば、悪天候時に、広域避難の完了までの一定期間避難することができる堅

ろうな避難施設の確保も必要である。 

 

国民保護体制の強化及び実効性の向上のため、地域の特性や実情等を踏ま

え、避難実施要領のパターンの作成や国民保護措置のための訓練の実施等と

も相互に連関させながら、様々な種類のシェルターの確保に継続的に取り組

んでいく。 

 

２．自然災害時との避難施設のデュアルユースと平時活用、官民連携の推進 

 

シェルターの裾野を広げ、全国的な量的確保を推進していく上では、関連

するリソースに限りがあることを踏まえつつ、堅ろうな建築物のみならず、

より安全性が高いと考えられる既存の地下空間や地下インフラ、さらには、

主要駅や大規模建築物等を新規に建設した際に設けられる地下空間をシェル

ターとして最大限活用していくことが重要である。 

 

その際、災対法上の指定避難所に指定されている施設等について、緊急一

時避難施設の指定が進んでいることも踏まえると、事前防災の観点も取り入

れ、武力攻撃事態等と激甚化・頻発化する自然災害時の避難施設のデュアル

ユースを進めていくことが必要である。緊急事態に対する危機管理態勢全般

の実効性向上に資するよう、緊急一時避難施設と帰宅困難者対策の一時滞在

施設など、比較的親和性があると考えられる避難施設を中心に、相互に参照

しながら、多角的に検討を進めることが有効である。 

また、平時における施設の維持管理等の負担を踏まえると、当然、平時に

も有効に活用できる施設である必要があり、「平時活用・緊急時機能発揮」の

観点から、平時には会議室や駐車場、賑わい・交流創出スペースなどとして
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活用し、武力攻撃等の緊急事態においてはシェルターとして活用するなど、

多角的利用を基本とする。 

 

同時に、こうした取組の推進に当たっては、民間事業者・施設管理者を始

めとする様々なステークホルダーの十分な理解と協力、参画が肝要である。

国、指定実務を担う地方公共団体、民間事業者・施設管理者や業界団体等の

間で、丁寧に幅広くそれぞれの課題認識を共有し、官民が連携してその解決

に向けた取組を着実に進め、民間事業者・施設管理者が自発的かつ主体的に

参画できる環境を整えていく。 

 

３．危険や脅威に対する最善の避難行動の普及促進 

 

弾道ミサイルの飛来など危険や脅威が切迫した場合には、爆風や破片等か

ら身を守るため、自宅や職場又は近傍の堅ろうな建築物や地下施設に直ちに

屋内避難することが重要である。 

緊急的に身を守る必要が生じた場合、その状況下での最善の避難が重要で

あり、屋内避難する先は地下施設に限るものではなく、身近で安全な施設に

避難し、さらに、窓から離れる、又は窓がない部屋に逃げ込むといった行動

をとる必要がある。また、近傍に建築物がなく屋外にいる場合には、物陰に

身を隠す、又は地面に伏せて頭部を守るといった行動など、その瞬間におけ

る最善の避難行動をとる必要がある。 

 

シェルターを実効的に活用し、国民の安全を確保するためには、身近な場

所にシェルターを確保しつつ、国民一人一人のこうした最善の避難行動の実

効性を高めることが不可欠である。 

このため、緊急避難先としてのシェルターの確保及び所在地等情報の広報

と、最善の避難行動の普及促進、教育及び避難訓練の推進を、不可分一体の

ものとして有機的に組み合わせ、防災における取組とも歩調を合わせながら

推進する。 
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第３章 シェルター確保の推進に関し当面講ずべき措置 

 

１．全国的な緊急一時避難施設の指定促進 

 

これまでの全国での緊急一時避難施設の集中的な指定促進の取組により、

緊急一時避難施設の全国での人口カバー率は 150％を超え、このうち、地下

施設の人口カバー率は５％を超えた。 

その上で、緊急一時避難施設の一人当たりの避難スペースを諸外国と同程

度の水準としていることも念頭に置きつつ、全国での人口カバー率の更なる

向上のため、内閣官房の総合調整の下、消防庁及び内閣府を中心に、関係府

省庁が連携し、施設類型に応じ、きめ細かな取組をより一層進めていく。 

その際、国民保護措置において避難の指示を行う都道府県と避難住民の誘

導を行う市町村の平素からの緊密な連携をこれまで以上に進める。 

 

全ての住民の身近な場所に緊急一時避難施設を確保するため、これまで都

道府県及び指定都市単位での人口カバー率 100％を目標として取り組んでき

た。これを更に推し進め、市区町村単位での人口カバー率 100％を次なる目

標としてその達成を目指す。ただし、関連するリソースに限りがあることや、

地域の特性・実情等も考慮する。 

さらに、引き続き、政治経済の中枢を含む都市部などでの指定や、主要駅 ・

大規模建築物等の地下空間、地下駅舎・地下街・地下道・地下駐車場等の既

存の地下施設の指定を進める。 

また、自然災害時との避難施設のデュアルユースを推進する観点から、帰

宅困難者対策の一時滞在施設となっている民間施設について、民間事業者・

施設管理者の理解や協力、参画を丁寧に得ながら、緊急一時避難施設として

の指定を進める。あわせて、緊急一時避難施設となっている民間施設につい

ては、帰宅困難者対策の一時滞在施設に関する協定の締結など、大規模地震

や遠地津波等の自然災害時にも利用できる態勢づくりを進める。 

これらの取組を通じ、住民以外の通勤者や来訪者、滞在者等の緊急避難先

としても資するよう緊急一時避難施設を確保し、市区町村単位での昼間人口

カバー率 100％を目指していく。 

このほか、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国

民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる、又は安全を確保し

なければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる重

要施設等の周辺地域での指定など、施設の特性や、住民等の滞在状況を含む
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地域の状況に応じた指定を進める。 

 

過疎地域や中山間地域を始め、地域によってはそもそも緊急一時避難施設

として指定し得る堅ろうな建築物や地下施設に限りがある場合が想定される。 

このような場合には、当該地域の特性や実情等を総合的に勘案しながら柔

軟に対応することとし、災対法上の指定避難所として指定されている公共施

設等を始め幅広く指定を進め、できるだけ多くの施設の確保に努めることと

する。 

 

また、国は、国が管理・所管する施設について、都道府県及び指定都市か

ら緊急一時避難施設としての指定の同意を求められた場合には、当該施設の

特性等を踏まえ、積極的に指定に応じるなど適切に対応する。 

 

２．緊急一時避難施設の充実 

 

武力攻撃災害の態様や発生時間帯等により、住民等の広域避難を行う事態

にまでは至らないものの、周囲の安全が確認されるまでの時間が長くなる場

合などを想定し、内閣官房の総合調整の下、国土交通省を中心に、関係府省

庁が連携し、以下の取組を通じて、シェルターの整備につなげていく。 

 

政治経済の中枢を含む都市部など、速やかな移動を伴う避難の困難性のあ

る地域において、緊急一時避難施設のうち、主要駅や大規模建築物等の地下

空間、地下駅舎 ・地下街・地下道・地下駐車場等の既存の地下施設を中心に、

数時間から１日程度、長くとも数日程度の短期間の避難にも対応できるよう

滞在機能等の充実を推奨する。 

また、主要駅や大規模建築物等を新規に建設する場合に地下空間が整備さ

れる際にも、シェルターとしての活用を見据えた整備を推奨し、積極的に働

きかける。 

その際、自然災害時との避難施設のデュアルユースを推進する観点から、

帰宅困難者対策の一時滞在施設としての機能発揮も視野に、危機管理投資の

一環として、防災・減災、国土強靱化施策などと重点的に連携し、地下施設

に関連する既存の施策等を総合的に最大限活用する。 

同時に、民間における経済合理性に基づく社会経済活動や、近年の資材価

格や人件費の高騰の影響等にも十分留意しつつ、民間事業者・施設管理者や

業界団体等の課題認識を丁寧に幅広く共有しながら、官民が連携してその解
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決に向けた取組を着実に進める。 

既存施設の改修等による具体的な充実内容は、数時間から１日程度、長く

とも数日程度の短期間の避難を念頭に置き、主として、避難住民等を受け入

れるために付加的に必要となるスペースや備蓄倉庫、電気設備等の滞在機能

のほか、簡易トイレや簡易ベッド等の備蓄の充実とすることを推奨し、既存

施設の態様や、物理的な制約を含む様々な諸条件、地域の実情等に応じて、

既存施設を最大限活用した選択的で柔軟なものとする。また、当該改修は、

施設ごとの計画的なメンテナンスサイクルを踏まえた適切なタイミングで取

り組むことに配慮することを推奨する。 

新規に施設を建設する場合についても、既存施設の改修等による充実内容

と同様、滞在機能の付加等に配慮することを推奨する。 

 

物資及び資材の備蓄については、国民保護措置のためのものと防災のため

のものとを相互に兼ねることができるものであり、内閣府を中心に、 「最低３

日間、推奨１週間」分が目安とされている家庭備蓄と併せて、積極的に周知 ・

推進する。また、新物資システム（Ｂ―ＰＬｏ）の活用や被災地支援のため

の国の備蓄物資拠点の整備を始めとする防災の取組について、国民保護措置

での活用の検討を進める。 

 

あわせて、内閣官房において、国土交通省、防衛省等の関係府省庁と連携

し、避難施設に関する技術的な仕様の指針としてのガイドラインや、既存の

地下施設を避難施設として充実させることの実現可能性調査（フィージビリ

ティ調査）など、これまでの避難施設に関する調査及び研究の成果を踏まえ、

既存の地下施設の改修等による滞在機能等の充実の企画、設計等において参

考となる手引を作成する。 

 

３．自然災害時との避難施設のデュアルユースと官民連携の取組の具体化 

 

内閣官房の総合調整の下、消防庁、内閣府、国土交通省等の関係府省庁に

おいて、地方公共団体、民間事業者・施設管理者、業界団体等と連携し、武

力攻撃事態等や大規模自然災害などの緊急事態に関する知見や課題等の共有

を進め、緊急一時避難施設の具体的な運用面の課題の検討・整理を着実に実

施し、社会全体として「自ら助かる」行動や「共に助かる」行動を適切に組

み合わせながら、必要な施策の検討を進める。 

この点、特に、自然災害時の帰宅困難者対策のための一時滞在施設の確保
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の取組は、緊急一時避難施設の確保の取組と、その課題も含めて比較的親和

性が高いと考えられる。事前防災の観点も含め、相乗効果が期待できる施策

も念頭に置きながら取組を進める。 

また、内閣府等の関係府省庁の防災に関する表彰制度を始めとする各種ソ

フト施策について、国民保護に関する取組も対象とするなど、自然災害時と

の避難施設のデュアルユースを推進する環境整備に取り組む。 

 

あわせて、主要駅や大規模建築物等の地下空間、地下駅舎・地下街・地下

道・地下駐車場等の既存の地下施設の活用など、緊急一時避難施設や帰宅困

難者対策の一時滞在施設の確保に向け、民間事業者・施設管理者の様々な課

題やコスト、リスクを最小化し、その取組を後押しする奨励・促進策を多角

的に検討し、民間事業者・施設管理者が自発的かつ主体的に参画できる環境

整備に取り組む。 

 

４．最善の避難行動の実効性向上 

 

国民一人一人の最善の避難行動の実効性を高めるため、内閣官房、消防庁、

内閣府等の関係府省庁において、最善の避難行動の普及促進や、国民保護に

関する普及啓発・広報に取り組むほか、緊急一時避難施設の周知や認知度向

上に資するよう、ピクトグラムなど分かりやすい表示について検討を進める。 

くわえて、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の情報伝達機能を不

断に強化しつつ、国民保護ポータルサイトに掲載している緊急一時避難施設

の所在地等情報の充実、民間の防災アプリや地図情報サービス等との情報連

携など、国民が速やかに事態を把握し、的確かつ迅速な避難行動に結びつけ

られるような情報発信の実施についても検討を進める。 

また、これらを活用した避難行動の実効性を高めるための教育や避難施設

を活用した避難訓練を、防災における取組と連携させて実施するなど、国民

保護に関する普及啓発を促す取組を進める。 

 

５．特定臨時避難施設の整備と運用等ガイドラインの作成 

 

特定臨時避難施設は以下の必要性から整備を進めることとしている。 

・ 武力攻撃を想定した住民避難に関し、武力攻撃災害が広範囲で長期に

及ぶ可能性がある場合には、武力攻撃より十分に先立って、住民等の広

域避難を開始し、完了することが住民等の安全を確保する上で最も重要
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である。 

・ この広域避難は、「国家安全保障戦略」を含む、いわゆる「三文書」の

中で、我が国の防衛における南西地域の重視が打ち出されていることを

踏まえれば、この地域において、住民等の安全を確保する上で、より重

要である。 

・ この中で、輸送手段に大きな制約があり、かつ、避難先地域が遠距離

にあるといった避難の困難性がある地域では、例えば、悪天候時に、航

空機又は船舶が使用できず広域避難が困難となり、広域避難の完了まで

の一定期間、避難誘導に従事する行政職員等及び避難に遅れる住民等が、

要避難地域に留まらざるを得ないことも想定される。 

・ そうした行政職員等及び住民等が一定期間避難できる安全な避難先の

確保が必要である。 

・ このため、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要

な機能を備えた一定期間避難可能で堅ろうな避難施設としての「特定臨

時避難施設」の整備が必要である。 

 

この必要性を踏まえ、以下の要件を満たす市町村が、国の支援を受けて、

公共・公用施設の地階に、平時には会議室や駐車場等として活用し、武力攻

撃事態等においては避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れる住民等が

広域避難を完了するまでの一定期間（２週間程度）避難することができる特

定臨時避難施設の整備を進めているところである。 

① 住民等が広域避難を行う場合に、輸送手段が航空機又は船舶に限られ

るとともに、避難先地域が遠距離にあるために船舶での輸送時には沿海

区域を越えた避難が必要な離島に所在するといった、避難の困難性があ

ること。 

② 全ての住民等の広域避難を想定した避難実施要領のパターンについて、

作成及び公表を行うとともに、当該避難実施要領のパターンを活用して、

国と都道府県が共同で行う国民保護訓練を実施していること。 

 

具体的には、先島諸島の５市町村において特定臨時避難施設の整備を進め

ており、引き続き、内閣官房、消防庁及び防衛省が連携して支援する。 

また、特定臨時避難施設の実効的な活用に資するよう、内閣官房において、

消防庁、防衛省、内閣府等の関係府省庁と連携し、自然災害での知見等も参

考にしつつ、平時における運用や維持管理、平時からの運用の転換など、運

用等に関するガイドラインを作成する。 
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第４章 調査及び研究の加速・深化と本基本方針の見直し 

 

武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備え

た避難施設に関し、これまでの調査及び研究を踏まえ、技術的な仕様の指針

として示したガイドライン（「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」）では、

関係法令に基づき、武力攻撃事態における施設の機能継続に必要な室や設備

等を確保するための建築計画や、機能継続に支障となる損傷の発生を防止す

るための構造計画、外部のライフライン途絶時の機能継続のための設備計画

等を盛り込んでいる。しかしながら、武力攻撃災害の態様は様々であること

から、引き続き調査及び研究を進めていく必要がある。 

 

このため、シェルターの確保を進める中で、内閣官房において、関係府省

庁と連携し、核攻撃等のより過酷な攻撃によるものも含め、武力攻撃災害に

対し必要な機能を備えた避難施設に関する知見等を蓄積するとともに、様々

な技術の導入に取り組むなど、シェルターの在り方に関する調査・研究を加

速・深化させる。 

 

また、シェルターに関する個別具体の基準を含む技術的な事項については、

全国的な量的確保と質的向上の両立の観点を踏まえ、民間における経済合理

性に基づく社会経済活動に与える影響等も十分考慮しつつ、備えることが推

奨される技術性能も含め、その在り方について、国土交通省、防衛省等の関

係府省庁と連携し、調査及び研究を進める。 

 

くわえて、引き続き、フィンランド、イスラエル、シンガポールを始めと

する諸外国のシェルター整備の事例にとどまらず、諸外国のシェルター確保

に関する制度の調査及び研究を進める。 

 

本基本方針は、国家安全保障戦略など関連する政府の方針の見直しを踏ま

え、１年後を目途に、優先して取り組むべき地域等の整理を行う。また、お

おむね５年を目途として、シェルター確保の状況や関連技術の発展等を勘案

し、必要な見直しを行う。なお、本基本方針に掲げられていない施策の機動

的な実施を妨げるものではない。 

くわえて、安全保障環境等について重要な変化があった場合には、必要に

応じ、随時見直しを行う。 



令和８年３月

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付

緊急事態を想定した避難施設（シェルター）
の確保に関する基本方針について

別紙１（概要）



※ これらのほか、引き続き、先島諸島の５市町村での特定臨時避難施設の整備を着実に推進

シェルター基本方針（概要）

「緊急事態を想定した避難施設（シェルター）の確保に関する基本方針」本文書の名称

「国民の保護に関する基本指針」（H17.３閣議決定）に基づき、今回新たに閣議決定
国家安全保障戦略、骨太の方針なども踏まえたものとして策定（「基本的考え方」（※）を発展的に継承）
このため、併せて「国民の保護に関する基本指針」も変更

制定根拠・形式等

方針のポイント

○ 「帰宅困難者対策の一時滞在施設」などと
「緊急一時避難施設」との「デュアルユース」を推進し、
武力攻撃事態等から自然災害に至るあらゆる緊急事態
にシームレスに対応

○ 民間の防災アプリ等との情報連携など、国民が的確
かつ迅速な避難行動に結びつけられる情報発信を展開

○ 地上施設に加え、地下駅舎、地下街、大規模建築物の地下駐車
場などの民間の既存の地下施設を、シェルターとして確保

 ※ 地下駅舎、地下街、大規模建築物の地下駐車場等は面的につながっていることも多い。

 ※ 一定の規模以上の建築物については、駐車施設が併設されている。

○ 危機管理投資の一環として、「令和の国土強靱化対策」などと
連携し、滞在機能などの充実（※）を促進

※  水、食料、簡易ベットなどの備蓄等により、数日間の滞在を可能とする。

○ あわせて、大規模建築物の容積率の緩和等の奨励策を検討

○ 事業者に対する表彰などにより、民間の取組や投資を後押し

市区町村
単位

官民連携の推進
（民間施設の活用、民の取組の奨励・促進）

昼間人口を
視野に

自然災害対策との連携
（デュアルユース）

地上・地下ともに
指定促進

〇 R８～12においては、地域の特性や実情に配慮しつつ、市区町
村単位の人口カバー率100％を目標とする

〇 あわせて、市区町村単位での昼間人口カバー率100％を目指す

【官民連携の推進（民の取組の奨励・促進等）】

【デュアルユースの推進】【きめ細やかな指定促進】

【最善の避難行動の普及促進】

○ イスラエルなど諸外国の取組を参考に、
地下・地上施設とも活用して確保に取り組む

○ 核攻撃等のより過酷な攻撃によるものに対応する
シェルターについても調査・研究を深化

○ シェルターの技術的な仕様や定義・名称のほか、優先
して取り組むべき地域等について１年後を目途に整理

【調査・研究の加速・深化等】

都道府県単位 公共施設中心 夜間人口をベース 国民保護制度だけでの取組 地上施設が多い

※ 「武力攻撃を想定した避難施設（シェルター）の確保に係る基本的考え方」（R６.３）
内閣官房、内閣府、消防庁、経済産業省、国土交通省、防衛省 連名



既存地下施設を充実させることの
フィージビリティ調査について

令和８年４月

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付

別紙４



○ 既存地下施設について避難施設として充実させることの実現可能性（フィージビリティ）に係る調査を実施。

・ 段階的に４パターンの充実内容（ＮＢＣ対応を含む）を検討。改修パターンは、堅ろうさの強化、

滞在機能の強化、備蓄の充実などの観点から設定。検討に当たり、有識者へのヒアリングも実施。

・ 高層オフィスビルの地下、地下駅舎、地下街、地下道及び地下駐車場の５類型で特定サンプルを

設定して、検討を実施。これを踏まえ、技術面及び運用面の課題抽出と解決策の検討、費用及び工

期の試算など、実現可能性を整理し、調査結果を取りまとめ。

既存地下施設を充実させることの フィージビリティ調査

パターン１

（数時間～１日程度の避難）

パターン２

（３日程度の避難）

パターン３

（特定臨時避難施設を参考）

パターン４

（ＮＢＣ対応）

パターン

の考え方

・既存建物設備の活用

・備蓄、簡易トイレ

・堅ろうさの強化（弱）

・滞在機能の充実（３日）

・備蓄、簡易ベッド

・堅ろうさの強化（中）

・滞在機能の充実（２週間）

・備蓄、簡易ベッド

・堅ろうさの強化（強・ＮＢＣ）

・滞在機能の充実（２週間）

・備蓄、簡易ベッド

設備・構造

の改修

・改修なし ・地上出入口の防護化

  （１か所）

・地上出入口の防護化

  （２か所）

・地上出入口の防護化

  （２か所、建物と隔離）

・防爆扉（外部区画用） ・防爆扉（内外の区画も）

・前室設置 等

・防爆扉（内外の区画も）

・前室・除染室設置 等

・換気・空調

・汚水槽（容量小）

・換気・空調・換気塔

・汚水槽（容量大）･貯水槽

・非常用発電･オイルタンク

・トイレ･シャワー等

・換気･NBC空調･換気塔の隔離

・汚水槽（容量大）･貯水槽

・非常用発電･オイルタンク

・トイレ･シャワー等

1

※ 例えば「高層オフィスビルの地下施設」の収容人数算出に当たって前提とした特定のサンプルは、地下１・２階、各階の面積は計約4,100㎡、収容

スペースは地下1階の駐車場と会議室の計約1,700㎡。パターン1の収容人数は2,060人（0.825㎡/人）、パターン2～4は400人（4.2㎡/人）。



フィージビリティ調査 施設類型ごとの充実に要する概算費用

2

〇 地下施設の５類型の特定サンプルにおいて費用を試算。改修等の内容の検討過程や費用の

試算結果等を踏まえた、類型や個別施設による特徴を分析。

    ※ 費用には、法令適合・地盤等の事前調査、転用前の倉庫等の移転、工事に伴う営業補償に要する経費などは含めていない。

〇 改修工事を伴うパターン２以上では、比較的安価なのはオフィスビル地下、地下駐車場、

   地下街であるが、それでも一人当たり３００万円（税抜き）以上を要すると見込まれる。

      地下駅舎や地下道については、転用可能な地下空間が少なく、地下駅舎ではパターン１から

掘削工事が必要で、この２類型は総じて割高な結果となった。

※ 収容人数は、収容面積と一人当
たり面積をもとに算出

※ 金額は税抜

パターン１
（数時間～１日程度の避難）

（0.825㎡/人）

パターン２
（３日程度の避難）

（4.2㎡/人）

パターン３
（特定臨時避難施設を参考）

（4.2㎡/人）

パターン４
（ＮＢＣ対応）
（4.2㎡/人）

高層オフィスビル地下
地下の総面積約8,200㎡
収容スペース約1,700㎡

（駐車場と会議室）

収容人数 2,060人 400人 400人 400人

事業費 一人当たり約５千円 一人当たり約300万円 一人当たり約900万円 一人当たり約1,900万円

地下駅舎
地下の総面積約6,770㎡
収容スペース約1,230㎡

（通路とホーム）

収容人数 1,470人 290人 290人 －

事業費
一人当たり約16万円

※開削により倉庫増設

一人当たり約1,000万円

※開削規模の拡大

一人当たり約2,100万円

※開削規模が拡大

線路を封鎖できるようにする
ための改修案はできなかった

地下街
地下の総面積約12,000㎡
収容スペース約3,800㎡

（通路と広場）

収容人数 4,640人 910人 910人 910人

事業費 一人当たり約５千円 一人当たり約500万円 一人当たり約900万円 一人当たり約2,100万円

地下道
地下の総面積約3,000㎡
収容スペース約1,540㎡

（通路）

収容人数 1,870人 370人 370人 370人

事業費 一人当たり約５千円
一人当たり約1,300万円

※開削規模が大

一人当たり約1,500万円

※開削規模が大
一人当たり約2,100万円

地下駐車場
地下の総面積約4,740㎡
収容スペース約2,210㎡
（駐車スペースと車路）

収容人数 2,680人 525人 525人 525人

事業費 一人当たり約５千円 一人当たり約300万円 一人当たり約700万円 一人当たり約1,400万円



フィージビリティ調査 オフィスビル地下で３日程度の避難を可能とする改修

・堅ろうさの強化、

・滞在機能の強化、

・備蓄の充実

について、

パターン２の充実を

行った例のイメージ

【整備概要】
３⽇程度の避難ができるよう

・ 堅ろうさの強化のため、
地上出⼊⼝を1カ所防護化(Ⓐ）、

扉を３カ所防護化（Ⓑ）
・ 収容スペースの滞在機能強化のため、
空気調機械室に改修（２箇所） （Ⓒ）、

・ ３⽇分の備蓄（Ⓓ）
・排⽔を貯める汚⽔槽を地下２階に設置

 ※汚水槽は図から省略 3

Ⓓ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓓ



フィージビリティ調査 改修等に際しての課題

4

堅ろうさの強化、滞在機能の強化、備蓄の充実などには、主に次の高額化の要因や様々な課題が把握された。

＜高額化の要因＞

〇 転用可能な地下空間の有無について、倉庫や設備、水回りに転用する空間がなければ、新たな開

削・増築が必要となる。しかし、開削はコスト・時間がかかり現実的でないと意見あり（特に地下

道･地下駅舎は細長い構造であるため、空間的余裕がない施設が多いと想定）

〇 時間の制約について、夜間や営業時間外などの工事時間の制約は高額化・長期化する。さらに、

長期化する工事は不人気で、最近は応札されない状況が生まれているとのこと。

〇 堅ろう性の向上に関しては、出入口･開口など遮断箇所の数量により高額化。防爆扉等が特殊で一般

流通しておらず、コスト・時間がかかる。

＜その他の課題＞

〇 周辺埋設物の移設や民地・路面等を工事するための関係機関等への手続き、地元調整等は調整・実

施に要するマンパワーも多大であると見込まれ、難易度･コストに影響。実施主体には過大な負担と

受け止められる懸念。

〇 用地による制約について、増築部分を拡げる広さ・容積などに余地があるかで、開削・増築・用途

変更できる規模と工事手法・時間の制約が大きく異なる。

〇 地下空間に転用できる余地があるとしても、大幅な用途の変更は平時利用が困難となり非現実的

※今回の検討は特定サンプルによるものであり、同じ類型でも、転用可能な地下空間、時間の制約、出入口の

数量などは、施設ごとに個別差があり、効果的な改修の内容が異なりうることに留意が必要。
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